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＜平成 16 年度税制改正＞ 

土地等税制関係 

土地、建物等の譲渡益の税率引き下げ その他 
平成 16 年度税制改正案は 1 月 16 日閣議決定され、開会中の通常国会審議にかけられます。改正

の主たる項目についてお知らせいたします。 

なお国会の議決を経て確定しますので、その点お含みおきください。 

 
改正項目 

1. 土地、建物等の長

期譲渡に係る税

率引下げ 
04 年 1 月 1 日以

後の譲渡から適

用 
2. 長期譲渡所得の

100 万円特別控除

廃止 
04 年分の所得税

から適用 
3. 土地、建物等の短

期譲渡に係る税

率引下げ 
04 年 1 月 1 日以

後の譲渡から適

用 
4. 土地、建物等の譲

渡損失の損益通

産廃止 
04 年分以後の所

得税から適用（つ

まり 04 年 1 月 1
日以後の譲渡か

ら適用） 

改 正 案 

２０％ 
(所得税１５％、住民税５％) 
 
 
 
 
廃止 
今後の長期譲渡所得の算式

は以下の通り 
長期譲渡所得＝(譲渡収入額

－取得価額－譲渡経費) 
３９％ 
(所得税３０％、住民税９％) 
 
 
 
 
土地、建物等の譲渡損失は、

土地、建物等の譲渡による所

得としか損益通算できない。 
さらに翌年以降の繰越はで

きない。 
 

 
 

現  行 

２６％ 
(所得税２０％、住民税６％) 
 
 
 
 
長期譲渡所得から一律 100
万円が控除されている。 
長期譲渡所得＝（譲渡収入額

－取得価額－譲渡経費－

100 万円） 
５２％ 
(所得税４０％、住民税 12％) 
で算出した税額と 
総合課税をした場合の上積

み税額の 110％相当額との

いずれか多い方 
譲渡により生じた損失は、他

の所得と損益通算する。 
すなわち給与や不動産所得

など他の所得と通算できた

ので、損失分の所得税額が減

少する。 


